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【整備前】 【整備後】 

整備の概要整備の概要整備の概要整備の概要 

■放置自転車の状況 ■整備後（イメージ） 

※有料駐輪場イメージ（実際とは異なります。） 

放置自転車 

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定 

３月６日３月６日３月６日３月６日        広島市が広島市が広島市が広島市が民間民間民間民間事業者を事業者を事業者を事業者を公募公募公募公募 

 

５月中旬５月中旬５月中旬５月中旬        広島市が広島市が広島市が広島市が民間民間民間民間事業者を決定事業者を決定事業者を決定事業者を決定 

 

５月頃５月頃５月頃５月頃            駐輪場整備に向けた駐輪場整備に向けた駐輪場整備に向けた駐輪場整備に向けた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備 

 

６月頃６月頃６月頃６月頃            民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる駐輪場施設駐輪場施設駐輪場施設駐輪場施設 

の整備の整備の整備の整備 

 

９月中旬９月中旬９月中旬９月中旬        駐輪場の供用開始及び放駐輪場の供用開始及び放駐輪場の供用開始及び放駐輪場の供用開始及び放 

置規制区域拡大置規制区域拡大置規制区域拡大置規制区域拡大 

駐輪場 

広島国道広島国道広島国道広島国道 

事務所事務所事務所事務所 

広島市広島市広島市広島市 

広島市広島市広島市広島市 

放置自転車放置自転車放置自転車放置自転車対策対策対策対策の概要の概要の概要の概要 

規制区域拡大案規制区域拡大案規制区域拡大案規制区域拡大案

位置図位置図位置図位置図 背景・目的背景・目的背景・目的背景・目的 

国道 54 号（平和大通り～国道 2 号付近）は、周

辺に駐輪場が無く、自転車等放置規制区域の指定

がされていないこと等により、自転車が大量に放置

され、歩行者等の安全な通行、都市景観の阻害要

因となっていることから、駐輪場の整備と併せ、自

転車等放置規制区域を指定するものです。 

自転車等放置規制区域  
規制区域拡大エリア(案) 
駐輪場整備場所 

国道２号国道２号国道２号国道２号 
◎◎◎◎市役所市役所市役所市役所 

平和大通平和大通平和大通平和大通りりりり 

国道５４号国道５４号国道５４号国道５４号 

実施箇所 

出典：国土地理院「電子国土」 

・国道・国道・国道・国道 54号の植樹号の植樹号の植樹号の植樹帯帯帯帯の一部を駐輪場として広島市に開放（占用）することで、必要な駐輪場を確保の一部を駐輪場として広島市に開放（占用）することで、必要な駐輪場を確保の一部を駐輪場として広島市に開放（占用）することで、必要な駐輪場を確保の一部を駐輪場として広島市に開放（占用）することで、必要な駐輪場を確保 

出典：広島市 

※自転車が大量放置され歩行者の安全な通行、景観阻害となっている状況 


